
令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日         

九 州 地 方 整 備 局 

熊 本 河 川 国 道 事 務 所 

 

 

一般国道５７号の工事に伴う片側交互通行規制のお知らせ 
 

一般国道５７号において、令和７年８月の豪雨災害により発生した法面崩壊

の復旧工事のため、片側交互通行規制を実施しますのでお知らせします。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

記 

 

１．規制区間：一般国道５７号 宇城市三角町三角浦 
              

下り線車道部 Ｌ＝300ｍ程度（別紙参照） 
 
 
２．内   容：法面復旧工事 
 
 
３．規制日時：令和 8 年 5 月 11 日(月) 9：00～規制開始 
３．規制日時：令和 8 年 7 月 31 日(金) 16：30～規制解除 
 
 

４．規制情報：工事規制情報は下記ホームページにて公表します。 
         https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/index.html 
 

 

 

＜ お 問 い 合 わ せ 先 ＞ 

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 

道 路 副 所 長  寺岡
て ら お か

 岳彦
た け ひ こ

 TEL 096-382-1111 （代表） 

FAX 096-382-0629 （代表） 

（規制に関するもの）  道 路 管 理 第 一 課 長  山田
や ま だ

 武司
た け し

 TEL 096-382-0617 （直通） 

（工事に関するもの）  道 路 管 理 第 二 課 長  中島
な か し ま

 貴弘
た か ひ ろ

 TEL 096-382-1215 （直通） 



国土交通省

片側交互通行規制のお知らせ

一般国道５７号：宇城市三角町三角浦
下り線車道部 Ｌ＝300ｍ程度

令和 ８年 ５月１１日（月） ９：００ ～ 規制開始
令和 ８年 ７月３１日（金）１６：３０ ～ 規制解除

一般国道５７号（宇城市三角町三角浦）において、法面復旧工事のため、下記のとおり片側交互通行規制

を実施します。ご理解とご協力をお願いします。

５月

月 火 水 木 金 土 日

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

６月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

７月

月 火 水 木 金 土 日

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

凡例 ⽚側交互通⾏規制



国土交通省

片側交互通行規制のお知らせ

一般国道５７号（宇城市三角町三角浦）
別紙

片側交互通行規制

至

熊
本
市

至

天
草
市

模式図

片側交互通行規制区間（L=300m程度）

至

熊
本
市

至

天
草
市
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